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【件 名】 

上野公共職業安定所 電話交換機設置工事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 京 労 働 局 

 
 

本件調達案件は紙による従来の応札及び入開札手続きと併せて「電子調達システム」を

利用した応札及び入開札手続きに利用するものとする。 
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 東京労働局の入札公告 令和６年４月２２日付け公示第１７６号に基づく入札については、

会計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

 

入札及び契約に関する事項 

 

１ 契約担当者 

支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 森 奈美 

 

２ 契約内容 

（１） 件名 

上野公共職業安定所 電話交換機設置工事 

（２） 内容等 

仕様書等による。 

（３） 公告期間 

令和６年４月２２日（月） から 令和６年５月９日（木） まで 

（４） 入札方法 

入札者は、調達案件のほか、業務の履行に関する一切の諸経費を含め入札金額を見積も

ることとし、入札金額は総価を記載すること。 

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てる)をもって落札価格とする

ので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。 

（５） 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 

「会計法第２９条の４第１項ただし書き」及び「予算決算及び会計令第７７条第２

号」により免除とする。 

② 契約保証金 

「会計法第２９条の９第１項ただし書き」及び「予算決算及び会計令第１００条の

３第３号」により免除とする。 

 

３ 競争参加資格 

（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３） 過去１年間において、東京労働局と締結した契約に違反した者、又は落札者となりな

がら正当な理由なくして契約を拒んだ者等、東京労働局の業務に関し不正又は不誠実な

行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。 

（４） 次の事項に該当しない者。 

① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 

② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。 

③ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５） 厚生労働省令和５・６年度競争参加資格（建設工事）において、以下の全てに格付け

されている者であること。 

① 業種：「電気通信」 

② 等級：Cまたは D 

（６） 次の各号に掲げる制度の未適用及びこれらに係る保険料を滞納していないこと（入札

参加申込期限の直近２年間（④については２保険年度）において滞納していないこと。）。 

① 厚生年金保険又は国民年金 
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② 健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

③ 船員保険 

④ 労働保険 

注）各保険料のうち④については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未

到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場

合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納していない（分納が認めら

れるものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

（７） この入札の入札書提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法令に違反

したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたも

のに限る。）を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の

信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 

 

４ 入札参加申し込み 

入札への参加を希望する者は、令和６年５月１４日（火）１７時までに、下記により必

要書類を提出すること。 

なお、理由の如何にかかわらず、提出期限に必要な書類のうち一つでも遅延した場合は

無効とする。 

（１） 電子調達システムにより入札を行う者 

以下の書類を電子調達システムにより提出すること。 

① 競争入札参加申込書（別紙１） 

② 事業所情報登録票（別紙２） 

③ 資格審査結果通知書の写し 

④ 競争参加資格等に係る申立書（別紙４） 

⑤ 暴力団排除の推進に基づく誓約書（別紙５） 

（２） 紙により入札を行う者 

以下の書類を東京労働局総務部会計課施設係へ提出すること。（郵送・ＦＡＸ・メー

ル可） 

① 競争入札参加申込書（別紙１） 

② 事業所情報登録票（別紙２） 

③ 電子入札案件の紙入札参加申立書（別紙３） 

④ 資格審査結果通知書の写し 

⑤ 競争参加資格等に係る申立書（別紙４） 

⑥ 暴力団排除の推進に基づく誓約書（別紙５） 

  

５ 入札手続き等 

入札書は、原則、電子調達システムによる提出とするが、紙による入札書の提出も事前に

申し出ることにより認める場合がある。ただし、紙による入札書の提出を希望する者は「電

子入札案件の紙入札参加申立書」（別紙３）を、令和６年５月１４日（火）１７時までに提

出する必要があるので留意すること。 

なお、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 

（１） 電子調達システムにより入札を行う者 

① 入札書の受付日時 

令和６年５月１５日（水） １１時００分 まで。 

 ※ 電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となるので留意すること。 

② 入札書の提出方法 

電子調達システムの定める手続きに従い入札書を提出すること。 

（２） 紙により入札を行う者 

① 入札書の受付日時 

令和６年５月１５日（水） １０時００分 から １１時００分 まで。 

 ※ 上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。 
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② 入札書の提出場所 

東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎１４階 

③ 入札書の提出方法 

所定の「入札書」（別紙６）にて作成した後、封筒に入れその封皮に氏名（法人の場

合はその他名称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 殿と記

載。）及び、「令和６年５月１５日 開札［公示第１７６号］入札書在中」（朱書き）

と記載すること。（別添「封書記載例」参照） 

 ※ 郵送、ＦＡＸ、電話、メール、その他の方法による入札は認めない。 

（３） 入札の内訳書 

入札書に内訳書を添付する必要はないが、内訳書の提出を求められた際には、直ちに内

訳書の提出が出来るよう準備しておくこと。 

（４） 代理人（復代理人含む。以下同じ。）による入札 

① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の

手続きを終了しておかなければならない。 

② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号及

び氏名を記入のうえ、当該代理人の所在地、名称及び氏名を記入しておくとともに、

入札書提出時に「委任状」（別紙７－１及び７－２）を作成し、提出しなければなら

ない。 

③ 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねる

ことができない。 

（５） 入札の無効 

次の各号の一つに該当する入札書は無効とする。 

① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書 

② 入札書の提出期限内に入札書が到着しなかった者の提出した入札書 

③ 入札条件に違反した者の提出した入札書 

④ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

⑤ 有効な委任状を提出しない代理人の提出した入札書 

⑥ 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書 

⑦ 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書 

⑧ 明らかに連合によると認められる入札書 

⑨ 同一の入札について２通以上提出された入札書 

⑩ 前項の③に違反した者の提出した入札書 

⑪ 総価でない価格（単価等）を記載した入札書 

⑫ 上記４の「競争参加資格等に係る申立書」（別紙４）及び「暴力団排除の推進に基づ

く誓約書」（別紙５）を提出しない者、又は虚偽の申し立て及び誓約をし、若しくは申

立書及び誓約書に反することとなった者の提出した入札書 

（６） 入札の延期等 

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行す

ることができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り

止めることがある。 

 

６ 開札 

（１） 開札の日時 

令和６年５月１５日（水） １１時０１分 から 

（２） 開札の場所 

東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎１４階 

東京労働局総務部会計課 

 

７ 再度入札の取扱い 

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した
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価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 

（１） 電子調達システムにより入札を行う者 

① 入札書の受付日時 

令和６年５月１５日（水） １４時００分 から １５時００分 まで。 

 ※ 電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となるので留意すること。 

② 入札書の提出方法 

電子調達システムの定める手続きに従い入札書を提出すること。 

（２） 紙により入札を行う者 

① 入札書の受付日時 

令和６年５月１５日（水） １４時００分 から １５時００分 まで。 

 ※ 上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。 

② 入札書の提出場所 

東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎１４階 

③ 入札書の提出方法 

所定の「入札書」（別紙６）にて作成した後、封筒に入れその封皮に氏名（法人の場

合はその他名称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 殿と記

載。）及び、「令和６年５月１５日 開札［公示第１７６号］再度入札書在中」（朱書

き）と記載すること。（別添「封書記載例」参照） 

 ※ 郵送、ＦＡＸ、電話、メール、その他の方法による入札は認めない。 

（３） 代理人等の取扱い 

代理人、入札の無効及び入札の延期等の取扱いについては、上記５（４）、（５）及び

（６）と同様とする。 

（４） 開札 

① 開札の日時 

令和６年５月１５日（水） １５時０１分 から 

② 開札の場所 

東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎１４階 

東京労働局総務部会計課 

 

８ その他 

（１） 契約手続きに使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨とする。 

（２） 落札者の決定方法 

① 本入札説明書「３ 競争参加資格」及び別添「仕様書」において明らかにした要求要

件を全て満たし、本入札説明書「５ 入札手続き等」に従い有効な入札を行った者によ

る入札価格のうち、予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価

格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって入札した者を落札者とする。 

② 落札者となるべき者が二人以上ある場合、当該入札者によるくじにより落札者を決

定する。なお、電子調達システムの電子くじは使用しない。 

ア くじの対象となる入札者に対しては、開札後別途通知する。 

イ くじは上記６（２）にて行なう。 

ウ くじの実施日時は、開札同日の令和６年５月１５日（水）の１６時００分とする

ので、くじ実施の１０分前までに会場に集合し、当該入札者としての身分を証明で

きるもの等を提示すること。（当該入札者であることが立会者により確認できない

場合、くじへの参加はできないので注意すること。） 

エ 入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない（又は希望しない）場合

は、入札執行事務に関係のない当局職員がくじを引くものとする。（入札執行事務

に関係のない職員の選定は、本件入札に係る立会者の指名による。） 

（３） 開札結果 

開札結果については電子調達システムにより公表するが、併せて、書面により開札結果
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を通知することとする。 

（４） 契約 

① この入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす

ものとする。 

② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相

手方に契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を

受けてこれに記名押印するものとする。 

③ 前記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の

１通を契約の相手方に送付するものとする。 

④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約

は確定しないものとする。 

（５） 支払条件 

別添「契約書（案）」のとおり、業務の履行完了の通知を受け、検査完了後に適法な

支払請求書を受理した日から４０日以内に支払うものとする。 

（６） その他 

① 落札者は、落札後、当局の指定する項目ごとの契約金額内訳書を作成し、速やかに

提出すること。 

② 担当者から提出された関係書類については、事業者としての決定であるものとして

取り扱うこと。 

③ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や

違約金を徴取する場合があり得ること。 

④ 入札参加者は、入札書の提出（GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む）を

もって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推

進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものと

する。 

 

 

９ 対象施設の事前確認 

入札前に対象施設の事前確認を希望する場合は、事前に本件担当者に連絡し、事前確認を

希望する者の人数及び氏名を伝えたうえで、事前確認の実施について許可を得ること。 

なお、事前確認を行える時間帯は、原則平日９時から１７時までとするが、対象施設の業

務時間中であるため、希望に沿えない場合があること。 

 

１０ 質疑等 

本件入札に関して疑義がある場合は、令和６年５月９日（木）までに「ＦＡＸ送信票（仕

様内容に関する質問票）」（別紙８）によりＦＡＸにて本件担当者まで問い合わせること。 

なお、定められた日時を過ぎた質疑等については一切応じないため注意すること。 

また、回答については、令和６年５月１３日（月）までに、本件入札参加予定の全者に対

して通知する。 
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【各種様式等】 

・ 別紙１ 競争入札参加申込書 

・ 別紙２ 事業所情報登録票 

・ 別紙３ 電子入札案件の紙入札参加申立書 

・ 別紙４ 競争参加資格等に係る申立書 

・ 別紙５ 暴力団排除の推進に基づく誓約書 

・ 別紙６ 入札書 

・ 別紙７－１ 委任状 

・ 別紙７－２ 委任状（復代理） 

・ 別紙８ ＦＡＸ送信票（仕様内容に関する質問票） 

・ 別添① 封書記載例 

 

 

【担当者】 

東京労働局総務部会計課 

     施設係 菅井 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０３－３５１２－１６０６ 

Ｆ Ａ Ｘ ： ０３－３５１２－１５５２ 

Ｍａｉｌ ： sugai-hideki.9v1@mhlw.go.jp 



 

別紙１  

 

 

競争入札参加申込書 
 

 

 支出負担行為担当官 

  東京労働局総務部長 殿 

 

 

                会社名  

 

 

 

 下記の入札案件に係る一般競争入札に参加したいため、入札公告及び入札説明

書に記載の必要書類を添えて入札参加を申し込みいたします。 

  

 

記 

 

 

１ 入札案件（公告番号でも可） 

 

 

２ 担当者名 

 

 

３ 連絡先 

（１） 電話番号 

 

 

（２） ＦＡＸ番号 

 

 

 

 



 

別紙２ 

 

 

事業所情報登録票 

 

 

入札件名「上野公共職業安定所 電話交換機設置工事」 

 

担当者 東京労働局総務部会計課 菅井 

 

① 登録番号  

② 企業名称  

③ 企業郵便番号  

④ 企業住所  

⑤ 代表者氏名  

⑥ 代表者役職  

⑦ 代表者電話番号  

⑧ 代表者ＦＡＸ番号  

⑨ 担当部署名称  

⑩ 担当者氏名  

⑪ 担当者連絡先郵便番号  

⑫ 担当者連絡先住所  

⑬ 担当者連絡先（電話）  

⑭ 担当者連絡先（ＦＡＸ）  

⑮ 担当者連絡先（メール）  

 

 

入札への参加方法（該当する方に○をしてください） 

 

・ 電子入札     ・ 紙 入 札 
 



 

別紙３ 

 

 

電子入札案件の紙入札参加申立書 
 

 
貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加で

きないので、紙入札方式での参加いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 入札案件名  

上野公共職業安定所 電話交換機設置工事 

 

２ 電子調達システムでの参加ができない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 支出負担行為担当官 

  東京労働局総務部長  殿 

 

 

住 所 ：  

商号又は名称 ：  

代 表 者 氏 名 ：               

 

 



 

別紙４ 
 

 

競争参加資格等に係る申立書 

 

 

 

１ 当社（私）は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。ま

た、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 

２ 当社（私）は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保

険（全国健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）

及び直近２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用

保険の保険料をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。 

３ 当社（私）は、その他の入札参加資格を全て有しております。 

４ 当社（私）は、契約者となった後、事業の実施に当たり各種法令を遵守する

とともに、契約に基づく報告事項（法令違反や反社会勢力による不当介入等）

が生じた場合には速やかに報告します。再委託先について報告事項があるこ

とを知った場合にも同様に対応します。 

 

 

この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社（私）

に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加

資格の停止処分を受けることに異議はありません。 

また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められ

たときは、速やかに対応することを確約いたします。 

   
 
 
令和  年  月  日 

 
 
支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長 殿 

 
 
 
                          所在地  
 
                          名 称                             
 
                            代表者                                 

 



 

別紙５  

 

 

暴力団排除の推進に基づく誓約書 

 
 

 

 当方は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありま

せん。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、

意義は一切申し立てません。 
 また、貴局から当方の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく

は営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ

の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）の個人情報について照会があった場合に

は速やかに回答し、貴局がその個人情報を警察に提供することについて同意します。 
 
 

記 
 
 
１ 契約の相手方として不適当な者 
（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等が、暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団という。以下

同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると

き。 
（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三社の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 
（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 
（４） 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

とき。 
（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
 
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 
（１） 暴力的な要求行為を行う者 
（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 
（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 
 
令和  年  月  日 
 支出負担行為担当官 
  東京労働局総務部長 殿 
 

所 在 地 
商号又は名称 
代表者氏名                  

 

 



 

別紙６  

 

 

入札書 
 

 

件 名   上野公共職業安定所 電話交換機設置工事 

 

 

 

 

 

金 額 

 

 

 

 

 

上記金額をもって、納入、請負うため、入札公告及び入札説明書を承認のうえ、

入札いたします。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

東京労働局総務部長 殿 

 

 

住 所 

 

 

名 称 

 

 

代表者氏名                            

 

 

代 理 人                            

 

 

 

 

（注意） 

業務管理費には賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他諸費用を全て見込むこと。 

 
 

 

             

円 百万 千 



 

別紙７－１ 
 

 

委任状 
 

 

私は、                 を代理人と定め、次の権限を委任

いたします。 

 

 

「上野公共職業安定所 電話交換機設置工事」に係る入札及び見積に関する一切の権

限。 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

東京労働局総務部長 殿 

 

 

 

 

           住 所 

 

 

           会社名 

 

 

           代表者氏名                  

 

 



 

別紙７－２ 
 

 

委任状 
 

 

私は、                 を復代理人と定め、次の権限を委

任いたします。 

 

 

「上野公共職業安定所 電話交換機設置工事」に係る入札及び見積に関する一切の権

限。 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

東京労働局総務部長 殿 

 

 

 

 

           住 所 

 

 

           会社名 

 

 

           代理人氏名                  

 

 



 

別紙８ 
 

 

ＦＡＸ送信票 
（仕様内容に関する質問票） 

 
 
 東京労働局総務部 
  会計課施設係 菅井 あて 
 

会 社 名：                 
 
担当者名：                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この用紙のままＦＡＸしてください。 

 

 
（件 名） 上野公共職業安定所 電話交換機設置工事 
 
 上記件名に関する仕様内容について、何かご不明な点等がございましたら、下記の記入欄に

その旨を記載し、令和６年５月９日（木）までにＦＡＸにより送付してください。 
  
※ＦＡＸ番号 ０３－３５１２－１５５２ 
 
（質問内容を記載してください。） 
 
 



 

別添① 
 

 

封書記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 再度入札の場合は、「入札書」を「再度入札書」と記載すること 

 

支
出
負
担
行
為
担
当
官 

 
 

東
京
労
働
局
総
務
部
長 

殿 
   
 
 
 
 
 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

開
札 

公
示
第 

 
 

号 

入
札
書
在
中 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

所
在
地 

 

会
社
名 


